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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （１）中心市街地活性化基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
なお、その他商店街等の活性化事業については、酒田市の例を基本とし、必要な支援策を合併までに策定する。 

 
 
 

調整方針 
 
◆中心市街地活性化基本計画の概要 
①基本計画策定日   平成１２年５月３１日（平成１４年１２月６日変更【直近】） 

②中心市街地の位置  ＪＲ酒田駅から酒田港にかけて広がる商業地域を中心とした区域 

 中心市街地の規模  ２６３ha 

③基本計画のテーマ  「Ｗ・Ａ・Ｌ・Ｋ さ か た」 

    サブテーマ  「酒田まち物語創造のステージ」 
 
◆中心市街地活性化の取り組み状況 
○市町村で実施した商業等活性化事業 

 [ハード事業] 

  名  称  コミュニティ道路整備事業 

  実施年度  平成１２年９月～１２月 

  活用制度  商業・サービス業集積関連施設整備費補助金【経済産業省】 

 [ソフト事業] 

  名  称  酒田市中心市街地活性化空き店舗入居者支援助成金 

  実施年度  平成１３年４月～ 

  活用制度  酒田市空き店舗活用支援事業補助金【市】 

 

○ＴＭＯで実施した商業等活性化事業 

 [ハード事業] － 

 [ソフト事業] 

  名  称  空き店舗活用支援事業（チャレンジショップ事業） 
実施年度  平成１３年１０月～ 

活用制度  空き店舗活用支援事業補助金【県】 
酒田ＴＭＯ商店街等活性化先進事業補助金【市】 

名  称  中心市街地活性化アクショングループ事業 
実施年度  平成１６年６月～ 

活用制度  商店街等活性化事業（空き店舗）補助金【国】 
商店街等活性化まちづくり事業補助金【県】 

商店街等活性化アクション補助金【市】 
 
市町村の概要 
 市町村名  山形県酒田市 

 主要指標  人  口     １００，５３４人 

       財政規模（歳出） ３８８億円 

       産業別割合    １次  ８．６％ 

                ２次 ３１．８％ 

                ３次 ５９．６％ 

       小売店数     １，４７６店 

       小売販売額    １，３４１億円 

ＴＭＯの概要 
 名  称  酒田商工会議所 

       会頭 斎藤成徳 

 ＴＭＯ構想認定日  平成１３年６月２０日 

 ＴＭＯ計画認定   実績なし 

 商店街数（うち商店街振興組合数） １６（６） 

 中心市街地区域内大型店（㎡）   酒田セントラルビル（１４，２１４㎡） 

                  庄交ターミナルビル（１１，０００㎡） 

 まちづくりＮＰＯ（認定年月日）  － 

 特 産 品   米、農産物、日本酒 

 観 光 名 所   本間家旧本邸、山居倉庫、土門拳記念館、さかた海鮮市場  

 

 

 この基本計画は、中心市街地の

活性化に取り組む市町村などを

支援する目的で平成 10 年 7 月に

策定された「中心市街地整備改善

活性化法（略称）」に基づき、酒

田市が策定したもの。 

 国の指針に基づき、一定の条件

を満たす区域を、「中心市街地」

として定めているもので、市の区

域の拡大に伴い、「中心市街地」

の区域が広がる性格のものでは

ないため、現行のとおり新市に引

き継ぐこととする。 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 
酒田市中心市街地活性化基本計画の概要 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （１）中心市街地活性化基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
なお、その他商店街等の活性化事業については、酒田市の例を基本とし、必要な支援策を合併までに策定する。 

 
 
 
 

 酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

 ◆空き店舗対策事業       
中通り商店街振興組合と、大通り商店街振興組合が独自にイベント事業を実施するた

めに空き店舗を活用した事業に家賃等を補助するもの。 
◎酒田市空店舗対策事業補助金（260 千円） 

該当なし 該当なし 該当なし 

 ◆中心市街地活性化バリアフリー店舗改装助成事業       
中心市街地の区域内に店舗を有するものが、自動ドアやスロープの設置、トイレの改

修を行うなど店舗のバリアフリー化を図った場合で、県、その他補助金制度に該当しな

いものについて改装費を助成するもの。 
・助成率    2 分の 1 

 ・助成限度額  60 万円 
 ◎酒田市中心市街地活性化バリアフリー店舗改装助成金（1,200 千円） 

   

 ◆中心市街地空き店舗入居者支援助成事業    
中町中和会、中通り、大通り、たくみ通り、酒田駅前の各商店街振興組合の空き店舗

へ新たに開業した場合に、賃借する家賃に対し補助をすることにより、空き店舗対策と

創業者支援を行い、商業振興を図るもの 
・助成率     2 分の 1 

 ・助成期間    6 か月間 
 ・助成限度額   60 万円 
 ◎中心市街地空き店舗入居者支援助成金（2,400 千円） 

   

 ◆商業活性化・商店街振興イベントへの助成    
中心市街地の活性化を図るために、にぎわい作りのソフト事業として各商店街が実施

した夏まつり事業等に補助するもの。 
◎中和会ふるさと縁日祭り（中町中和会商店街振興組合） 補助金額 100 千円 
◎中通り夏まつり（中通り商店街振興組合）       補助金額 200 千円 
◎大通り夏まつり（大通り商店街振興組合）       補助金額 200 千円 
◎酒田駅前夏まつり（駅前商店街振興組合）       補助金額 200 千円 
◎台町日吉夏まつり（台町日吉振興会）         補助金額 200 千円 

   

 ◆空き店舗活用事業サポーター配置業務委託事業    
中心市街地の空洞化対策として、酒田ＴＭＯが空き店舗を活用して運営するさかた街

なかキャンパスチャレンジショップ事業にサポーターを配置する。 
 →酒田商工会議所への委託事業 

 ◎空き店舗活用事業サポーター配置業務委託料（5,878 千円） 

   

 ◆中心市街地活性化アクション補助事業    

中心市街地活性化の山形県からのモデル都市の指定を受け、関係機関・団体等がまと

めた活性化のための具体的事業を、酒田ＴＭＯが主体となり実施するにあたり、その事

業運営に補助するもの。 
◎さかた街なかキャンパス事業  補助金額 2,000 千円 
◎さかた商業塾事業       補助金額 0,248 千円 
◎ストリートミュージアム事業  補助金額 0,089 千円 
◎わくわく中央公園事業     補助金額 0,131 千円 

   

 
酒田市の中心市街地活性化基本計画は、

現行のとおり新市に引き継ぐ。 
なお、各町の商店街・中心市街地及び酒

田市の中心市街地区域外の商店街の活性

化については、必要な支援策（補助要綱等）

を合併までに策定することとする。 
 
 
※ 空き店舗活用事業サポーター配置

業務委託事業は、山形県緊急地域雇用

創出特別基金事業費補助金を利用し

た事業で、平成 16 年度で終了予定。 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 
商店街等の活性化事業の現況（その１） 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （１）中心市街地活性化基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
なお、その他商店街等の活性化事業については、酒田市の例を基本とし、必要な支援策を合併までに策定する。 

 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

◆共同施設整備事業への助成       
 酒田市の中小企業の振興を図るため、中小企業組合が行

う共同施設整備事業等に対し、補助金を交付するもの。 
 
 ◎大通りアーケード補修事業 
  ・ 平成 6 年度より、台風等の風災害により最も急を

要する箇所の補修を優先しながら大通りアーケード

補修事業を実施してきた。 
  ・ 平成 11 年度事業からはアーケードの保全を主たる

目的に据え、平成 15 年度まで 5 ヵ年をかけ改修事業

を行ったが、資金調達等の都合上、平成 16 年度以降

もさらに 5 ヵ年計画で改修を継続していく。 
    来客数の減少や消費者離れなど厳しさを増す中心

商店街活性化の一助として商業環境の整備を進める

もの。 
 
【構成団体】 
   酒田市二番町 6 番 1 号  
   大通り商店街振興組合 会長 池田健一 
【名称】酒田市中小企業共同施設事業等補助金 
    （290 千円） 
【市の補助率】 
 ①国・県の補助が無い場合 … 2／10 
 ②    〃  有る場合 … 1／10 

 地域社会に調和した魅力ある商店街づくりを通じて地域

商業の振興を図るため、調査研究若しくは活性化事業並び

に施設・整備等の事業に対し、補助金を交付する。 
 
 【対象者】 
 ・商工会並びに商店会 
 ・商工会員の構成員たるグル－プ 
 ・中核的商店街であり早急なドレスアップが必要と町長

が認めたもの 
 
 ◎ソフト事業 

 消費者ニ－ズに対応できる新しい商店街構想の調査研

究事業若しくは活性化事業ならびに共同店舗建設構想等

調査研究事業 
  →補助率 50％、100 万円限度 
 
 ◎ハ－ド事業 
 ・交通利便施設事業（駐車場、自転車置場等） 
 ・環境、美観施設事業（ア－ケ－ド、街路灯、植樹等） 
 ・案内情報施設事業（掲示板、案内所、放送施設等） 
 ・別表に掲げる事業（消雪設備、歩道舗装等） 
  補助率 50％、300 万円限度 

 
該当なし 

 
該当なし 

◆商店街活性化共同施設整備資金特別貸付事業      
 市内に住所を有する商店街等の当該地域の活性化に寄与

する共同施設整備を行うものに対し、無利子で融資をする

ことにより、商店街等の振興を図る。 
 ・貸付利率   1.44％ 

（利子補給の実施により実質無利子） 
 ・協調倍率   2.5 倍  

 ・貸付期間   7 年以内（うち据置 1 年以内） 
 ・貸付限度額  20,000 千円 
   16 年度予算額 9,940 千円 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
該当なし 

◆商店街活性化共同施設整備資金特別貸付利子補給事業      
 共同施設整備を行うものに対し、無利子で融資するため

に、利子分に対し補給する。 
 ・利子補給率 １．４４％ 
 
 ◎商店街活性化共同施設整備資金特別貸付利子補給金 

（378 千円） 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
 
 酒田市の例を基本としながら、県の制度等

を参考にして、制度内容を合併までに調整す

る。 
 
 
（調整案の事例） 
  
・事業主体が法人の商店街等 

   助成率 1/10 
    ※国・県の助成がある場合 
   助成率 2/10 
    ※国・県の助成がない場合 
  （限度額 3,000 万円） 
  
・事業主体が非法人の商店街等 

   助成率 3/8 
    ※国・県の助成がある場合 
  （限度額 1,000 万円） 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 
商店街等の活性化事業の現況（その２） 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （２）各種融資制度については、酒田市の例により合併時に統一する。 

 
 
 
 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

 
１ 商工組合中央金庫貸付金 
  （80,000 千円） 

  公金預託制度の原資として中小企業者支援を目的とし貸付を実施す

るもの。 

 
県の制度のみ 
該当なし 

 
県の制度のみ 
該当なし 

 
県の制度のみ 
該当なし 

 
３町では、県の制度のみで基本的に町独自

の融資制度がないことから、対象を３町の中

小企業に広げ、酒田市の例により合併時に実

施することとする。 

２ 設備導入補完資金貸付金 
  （54,140 千円） 協調倍率 2.5 倍 
   （財）企業振興公社の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を利用し、

設備導入資金以外の自己調達資金を借入金で充当しようとするものに

対し融資する制度。 

      

 

３ 環境整備資金貸付金 
 （26,540 千円） 協調倍率 2.0 倍 
  安定的な労働力の確保及び従業員の育成を促し、企業の健全な発展

に資する福利厚生施設や職場環境を整備するものに対し融資する制

度。 

      

 

４ 産業立地促進資金貸付金 
 （512,810 千円） 協調倍率 3.0 倍 
  産業高度化に資することが期待できる企業で知事の認定を受けたも

のに対し融資する制度。 

      

 

６ 長期安定資金貸付金 
 （367,580 千円） 協調倍率 3.0 倍 
  長期運転資金の貸付金。平成 16 年度で新規取扱い終了予定。 

      

 

７ 店舗改装資金貸付金 
 （37,210 千円） 協調倍率 2.5 倍 
  平成13年度より中心市街地において店舗改装資金を利用した場合に

利子補給を実施している。 

      

 

 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 

中小企業事業資金融資制度の現況 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （３）雇用促進対策事業については、酒田市の例を基本とし、雇用情勢を注視しながら合併までに調整する。 

 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

◆ジュブカフェ支援・雇用推進事業 
  山形県緊急地域雇用創出特別基金事業費補助金を活用し

て酒田商工会議所に事業委託。 
  雇用開拓推進員が企業訪問し、求人の掘り起こしと雇用

助成制度の説明を行い、雇用開拓及び企業情報の収集に努

める。また、山形県若者就職支援センター庄内プラザの業

務内容を周知し、利用拡大について支援する。 
  ・雇用開拓推進員 1 名の雇用創出 

 
 
 
該当なし 

 
 
 
該当なし 

  

◆雇用創出特別助成事業 
  事業主の都合により失業・退職を余儀なくされた労働者

を公共職業安定所の紹介により雇入れ、1 年以上継続して雇

用した場合で、新規・成長分野雇用創出特別奨励金の対象

外となる事業主に対し助成し、雇用の促進を図る。 
 【助成金額】 
  対象労働者 1 名につき 30 万円 

    ◆雇用創出特別助成事業 
  事業主の都合により失業・退職を余儀なくされた労働者

を公共職業安定所の紹介により雇入れ、1 年以上継続して雇

用した場合で、新規・成長分野雇用創出特別奨励金の対象

外となる事業主に対し助成し、雇用の促進を図る。 
 【助成金額】 
  対象労働者 1 名につき 30 万円 

◆未就職高校卒業者教育訓練助成事業 
  前年度末に就職未決定で高等学校を卒業した方が、就職

活動に役立つ教育訓練（パソコン、ホームヘルパー、外国

語、各種検定など）を受講した場合に助成を行い、就職機

会の拡大を図る。 
 【助成率】 
  就職活動に役立つ教育訓練の受講費の 80％ 

（上限 10 万円） 

      

◆未就職高校卒業者雇用促進助成事業 
  前年度末に就職未決定で高等学校を卒業したものを採用

した事業主に対して助成することで、雇用創出の働きかけ

を行う。 
 【助成金額】 
  対象労働者 1 名につき 15 万円  

      

◆高校生技能向上支援モデル事業 
 高校生の就職支援を支援をするため、山形県立産業技術短

期大学校庄内校と連携し、就職を希望する高校生の資質や技

能の向上を図るための各種講座を実施し、企業に必要とされ

る人材を育成する。 
【内容】 
 ・技能検定３級資格取得講座 
 ・通信実習講座 
 ・画像処理技術講座 

・工作機械初歩講座 
・ＣＡＤ講習 
・ＩＴスキルアップワークショップ 
・就職活動準備セミナー 
・採用試験直前模擬面接セミナー 

      

 
 
 雇用促進対策については、酒田市の

例を基本としながらも、その時々の雇

用情勢を十分注視し、国・県との連携

を取り、適時適切な対策を講じていく。 
 
 
 ※ 山形県緊急地域雇用創出特別基

金事業が平成 16 年度で終了のた

め、ジュブカフェ支援・雇用推進

事業事業は平成 16 年度をもって

廃止。 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 
雇用促進対策事業の現況 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （４）港湾振興事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 
 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

◆港湾整備事業 
  国土交通省及び山形県が施工する港湾整備事業費の経費の一部を負担し、港湾施設整備

の促進を図る。 
【負担割合】 ・港湾改修  01 億円まで      5.0% 
              01 億円～10 億円まで  2.5% 
              10 億円超まで     0.5% 

 ・局部改良  一率         5.0% 
       ・補修    一率         5.0% 
       ・環境整備  一率         7.0% 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
該当なし 

 
 港湾振興事業については、現行のと

おり新市に引き継ぎ、平成 15 年 4 月

にリサイクルポートの指定を受けた酒

田港の振興を推進していくこととす

る。 

◆ポートセールス推進事業 
  定期コンテナ航路の利用拡大と新規航路誘致のため、山形県と酒田市が連携しプロスパ

ーポート”さかた”ポートセールス協議会を通じ、ポートセールス活動を行う。 
【内容】 
 ・荷主、船社及び港湾関連企業への訪問 
 ・国外（韓国・中国）の荷主、船社への訪問 
 ・酒田港定期コンテナ航路を試しに使う場合の助成（新規荷主の発掘） 
 ・混載貨物の取扱拡充に対する支援（小口荷主の発掘） 
 ・食品衛生検査設備の支援 

        

◆酒田港湾振興会 
  酒田港の利活用の推進や港湾整備の促進を図るため、民間企業及び 行政機関等により

組織される外郭団体。事務局は酒田市商工港湾課。 
   会員数 194 件（平成 15 年度） 

【内容】 ・セミナーの開催  ・要望活動 
【要望内容】 
 ・酒田港を静脈物流拠点とした施設整備  ・外港地区の多目的大型岸壁泊地の整備 
 ・港湾静穏度の向上を図る防波堤の整備 

        

◆東方水上シルクロード貿易促進事業 
  東方水上シルクロード貿易促進協議会を通じた事業であり、同協議会は平成 4 年 5 月に

開設された東方水上シルクロード航路の酒田港の活用及び地域の活性化を図ることを目

的として設置された。平成 9 年 6 月には黒龍江省ハルビン代表所を設置。 
  会員企業数 82 社（平成 15 年度） 
【内容】 ・ハルビン貿易商談会への出展  ・対中企業との合併 

・合作企業への支援協力等 

        

◆「海の日」記念事業 
  国民の祝日「海の日」にちなみ、市民が海や港に対する感謝の気持ちと親しみを持てる

ように、各種イベント等を行う実行委員会を組織している。 
【内容】 
 ・市民会館によるイベント  ・海事功労者表彰の式典開催 
 ・海上保安庁巡視船「とね」体験航海  ・国土交通省「みずほ」体験クルージング 
・その他、海や港に関する PR 活動 

        

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 

港湾振興事業の現況 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （５）商工会議所及び各商工会については、新市における一体的な商工業の振興が図られるよう、組織のあり方を含めた機能強化の検討を働きかける。 

 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

◆酒田商工会議所 
 会 頭 斎藤成徳 
 会員数 2，536（H16.10.19 現在） 
 職員数   21 
 
◎酒田市中小企業相談所補助金 
 （7,102 千円） 
  経済環境が激変している中で、中小企業

の実態に即したきめ細かい指導等を行う

ことにより、事業者の経営安定化を図る。 
・中小企業への経営改善指導、経営、金融 
・各種セミナー、講習会の開催 
・人材育成事業 
・異業種交流事業 
・商業活動の意見集約 

 
◎酒田商工会議所青年部運営費補助金 
（250 千円） 

  青年経営者として、社会的連帯感を養

い、地域経済の振興発展に寄与する。 
・各種講演会の開催 
・他地域、他団体との交流会の実施 

 
◎酒田商工会議所女性会補助金 
 （200 千円） 
  婦人経営者の地位の確立を目的とし、資

質の向上を目指しながら地域産業活性化

の事業を積極的に実施する。 
  ・各種講演会の開催 
  ・他地域、他団体との交流会の実施 
 
◎中小企業従業員福祉対策補助金 
 （400 千円） 
  中小企業の健全なレクレーション事業

を行い、労働意欲を高め、事業所間の交流

の場を提供する。 
・テニス、ゴルフ等 

  ・クリスマスパーティー等 
 
◎中小企業後継者育成事業補助金 
 （100 千円） 
  若手後継者を育成するために、中小企業

大学校の受講者に対して補助する。 
 
◎酒田 TMO 運営費補助金 
 （4,100 千円） 
  酒田 TMO のタウンマネージャーの人

材確保、チャレンジショップ事業に補助す

る。 

◆八幡町商工会 
 会 長 斎藤藤八 
 会員数 262（平成 15 年度末） 
 職員数  4 
 
◎八幡町商工会振興補助金 
【目的】 
  商工業の経営改善を促進し、経営の安定

と生産の助長を図るため、八幡町商工会が

行う事業の実施に必要な経費に対し、補助

金を交付する。 
【補助対象事業】 
 ①商工会育成事業（経営改善普及事業） 
 ②産業まつり事業 
 ③商業集積検討事業 
 ④その他 
【補助金の額】 
  ①にあっては国県補助対象の経営改善

普及事業（指導職員設置事業及び指導事

業）を町補助金算定の基礎とし、当該事業

に要する経費から県補助金等を控除した

額の 2分の 1以内の額及び会員一人につき

5 千円を合算した額、②から④にあっては

事業費の 2 分の 1 以内の額とし、それぞれ

予算の範囲内で交付する。 
 
 ・商工会育成補助金 4,136 千円 
 ・産業まつり補助金 300 千円 

◆松山町商工会 
 会 長 後藤俊一 
 会員数 171（平成 15 年度末） 
 職員数  5 
 
◎松山町地域活性化対策事業費補助金 
 （3,300 千円） 
【目的及び事業内容】 
  地域の総合経済団体として、町をはじめ

関係機関や地域住民の理解を得ながら、地

域の活性化が商工業の基盤強化につなが

るとの認識のもとに、魅力と活力のある地

域づくりに向けて、地域の特性を活かした

地域振興を展開していく。 
・講習会等、近隣商工会との連携可能事

業の検討と実施 
・商工業者の経営支援の充実を図るた

め、巡回等の強化による会員ニーズの

把握と情報提供 
・エキスパートバンク等、専門家派遣事

業を活用し、個別企業の経営の支援 
・地域振興、活性化のため行政、各種団

体、住民と連携した事業の開催 ほか 
 
（内訳） 

  ・経営改善昔及事業補助金 
    3,000 千円 
  ・いも煮会事業、地域興しグループ 

補助金 
     300 千円 
  
 
◎地域振興支援事業費補助金 
 （500 千円） 
 （物産交流事業補助） 

◆平田町商工会 
 会 長 佐藤達巳 
 会員数 203（平成 15 年度末） 
 職員数  4 
 
◎平田町商工会振興補助金 
 （4,100 千円） 
【目的及び事業内容】 
  地域商工業の発展と経営の効率化と健

全化を進めるとともに新規創業と新たな

商品開発や新技術の導入等、新分野へ進出

による経営革新を図り、産業の再構築を推

進する。 
  ・経営改善普及事業 
  ・地域総合振興事業 

 
（内訳） 

  ・経営改善普及事業、地域総合振興事業

補助金 
    4,100 千円 
   

 
① 新市における一体的な商工業の

振興を図る 
② 法律により、商工会議所の地区は

市の区域とし、他の商工会議所・商

工会の地区と重複するものがあっ

てはならないと規定されている 
 
 という観点から 
  商工会議所及び各商工会の意向

を十分尊重のうえ、組織のあり方を

含めた機能強化の検討を働きかけ

ていくこととする。 
 
  また、補助金については、合併当

初は原則として現行のとおりとし、

合併後、速やかに補助金交付基準の

ルール化を検討するものとする。 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 
商工会議所・商工会（補助金）の現況 （金額は平成 16 年度予算額） 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （６）企業誘致促進事業については、酒田市の例を基本とし、合併までに調整する。 

 
 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

 
◆酒田臨海工業団地 
  酒田港は、平成 15 年 4 月リサイクルポートの指定を受け、

全国 18 カ所の総合静脈物流拠点として位置付けられ、リサイ

クル産業や新エネルギー産業の集積に取り組んでいる。この団

地は、酒田北港の後背地に位置し、東北横断自動車道酒田線の

酒田みなと IC から 1km、庄内空港から 30 分と交通の利便性が

高い団地。 
  事業主体   山形県 
  分譲可能面積 231,334 ㎡（住友金属工業㈱所有地も分譲可） 
 
◆酒田京田西工業団地 
  東北横断自動車酒田線の酒田 IC に近接し、酒田港、庄内空港

からそれぞれ 20 分と陸・海・空の交通アクセスの要にある団

地。農工団地の指定を受け、現在、団地拡張を行っており、企

業の多様なニーズに応えられる団地として造成工事を進めてい

る。 
  事業主体 酒田市土地開発公社 
  分譲可能面積 18.0 ha 
   ※分譲開始 平成 17 年度以降（予約は H16.12.1 より） 
   ※造成と並行し団地の PR・企業誘致に努める。 

分譲を前提とし誘致活動を行っていくが、リース制度の

導入も検討していく。 
 
◆酒田泉工業団地 
  昭和 59 年造成、平成元年完売 
  面積 60,000 ㎡ 
 
◆酒田川南工業団地 
  昭和 60 年造成、昭和 61 年完売 
  面積 611,000 ㎡ 
 
◆酒田四ツ興野工業団地 
  平成元年造成、完売 
  面積 17,000 ㎡ 
 
◆酒田新堀工業団地 
  平成 4 年造成、平成 7 年完売 
  面積 46,000 ㎡ 

 
 現在、工業団地の造成は行ってい

ない。 

 
◆松山工業団地 
  豊かな自然と歴史・文化の薫り 

につつまれながら、勤勉な地域住 

民に支えられた工業団地。周辺の 

交通網が年々整備されるなど、企 

業にとって魅力ある立地環境が整

っている。 
  事業主体  松山町 
  分譲可能面積 
   約 18,000 ㎡、7,000 ㎡の 

2 区画 
（7,000 ㎡分は 4 区画程度 
に分けての分譲も可） 

 
 平田町軽工業団地を昭和 56 年に

造成し、既に完売。 

  
 工業団地については、 当面現行

のとおり新市に引き継ぎ、より一層 

の企業誘致活動に努める。 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 

工業団地の現況 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （６）企業誘致促進事業については、酒田市の例を基本とし、合併までに調整する。 

 
 
 
 
 

条件 酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

指 定 
業 種 

〇製造業及び 
 ・サービス業のうち学術・研究機関 
 ・情報通信業のうち情報サービス業 
 ・酒田臨海工業団地内の市が指定した 
  地区内で操業する 

環境保全型産業及び 
   新エネルギー産業で市長が認める 
   事業 
〇道路貨物運送業 倉庫業 こん包業 
 卸売業 自動車整備業 機械修理業 
その他修理業 

〇製造、修理、加工、試験、研究、開発 
 及び販売を行う事業 
〇町長が特に認める事業 

〇製造業、運輸・通信業、卸売業、建設業

〇町長が特に認める事業 
〇製造業 
〇町長が特に認める事業 

面 積 
要 件 

①新設・移設 
 1,000 ㎡以上の用地取得 かつ 
 投下固定資産総額 1,000 万円以上 
②拡充 
 500 ㎡以上の用地取得 かつ 
 投下固定資産総額 1,000 万円以上 

①新設・移設 
 500 ㎡以上の用地取得 かつ 
 投下固定資産総額 1,500 万円以上 
②拡充 
 500 ㎡以上の用地取得 かつ 
 投下固定資産総額 1,000 万円以上 

①新設・移設 
 1,000 ㎡以上の用地取得 かつ 
 投下固定資産総額 1,000 万円以上 
②拡充 
 500 ㎡以上の用地取得 かつ 
 投下固定資産総額 1,000 万円以上 

①新設・移設 
 1,000 ㎡以上の用地取得 かつ 
 投下固定資産総額 1,000 万円以上 
②拡充 
 500 ㎡以上の用地取得 かつ 
 投下固定資産総額 1,000 万円以上 

助成率 
＆ 

新規雇用 
要 件 

〇助成率 20～30％ 
 ①製造業 等 
  ・大企業 
   新規雇用 30 人以上 30％ 
   新規雇用 10 人以上 20％ 

・中小企業 
   新規雇用 5 人以上 30％ 
   新規雇用 3 人以上 20％ 
 ②道路貨物運送業 等 
  ・大企業 
   新規雇用 10 人以上 20％ 
  ・中小企業 
   新規雇用 3 人以上 20％ 

〇助成率 20％ 
 ①新設 
  ・大企業  新規雇用 10 人以上 
  ・中小企業 新規雇用 5 人以上 
 ②拡充 
  ・新規雇用 3 人以上 
 ③移設 
  ・大企業  新規雇用 5 人以上 
  ・中小企業 新規雇用 3 人以上 

〇助成率 20％ 
 ・大企業  新規雇用 30 人以上 
 ・中小企業 新規雇用 5 人以上 

〇助成率 20％ 
 ・大企業  新規雇用 30 人以上 
 ・中小企業 新規雇用 5 人以上 

助 成 
限度額 

〇1 企業、1 億円 
 ただし、製造業については、 

1 企業、2 億円 

〇1 企業、2 千万円 〇1 企業、2 千万円 〇1 企業、1 千万円 

操 業 
地 域 

①甲地域 
 ・準工業、工業、工業専用地域 
 ・市長が特に必要と認める地域 
②乙地域 
 ・酒田京田西工業団地 
 ・酒田新堀工業団地 
 ・酒田臨海工業団地 

〇準工業、工業、工業専用地域 
〇町長が特に認める地域 

〇松山工業団地 
〇町長が特に認める地域 

〇平田工業団地 
〇町長が特に認める地域 

備 考   〇他に賃貸借助成金制度あり     

  
 企業立地（用地取得）の促進に係る助成

については、１市３町同種の制度があるも

のの、助成限度額や新規雇用要件等に差異

が見られる。 
 新市においても積極的な企業誘致活動

を行っていくため、酒田市の例を基本とし

ながら、条件の詳細を合併までに整理する

こととする。 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 
企業誘致促進に係る助成の現況（その１） 

企業立地促進助成制度 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （６）企業誘致促進事業については、酒田市の例を基本とし、合併までに調整する。 

 
 
 
 
 
 

条件 酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

指定業種 

〇製造業 
〇サービス業のうち 
 自動車整備業  機械修理業 
 その他の修理業  学術・研究機関 
〇情報通信業のうち情報サービス業 
〇酒田臨海工業団地内の市が指定した 
地区内で操業する 
環境保全型産業及び 
新エネルギー産業で市長が認める 
事業 

〇道路貨物運送業 倉庫業 こん包業 

卸売業 

〇製造、修理、加工、試験、研究、開発 
及び販売を行う事業 

〇町長が特に認める事業 

制度なし 

〇製造業、修理加工業、販売業、鉱業 
及びこれらに附帯する事業 

新設 

〇投下固定資産総額 
  2,000 万円以上 
〇助成率 100％ 
 ※道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、

卸売業については、新規雇用 16 人以

上 

〇投下固定資産総額 
  1,500 万円以上 かつ 
  新規雇用 10 人以上 
  （中小企業は 5 人以上） 

  

拡充 

〇投下固定資産総額 
  1,000 万円以上 
〇助成率 60％ 
 ※道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、

卸売業については、新規雇用 16 人以

上 

〇投下固定資産総額 
  1,000 万円以上 かつ 
  新規雇用 3 人以上 

  

指
定
条
件 

移設 

〇都市計画法、建築基準法の適合する地域

に当該工場等を移転したとき 
〇助成率 100％ 
 ※道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、

卸売業については、新規雇用 16 人以

上 

〇投下固定資産総額 
  1,500 万円以上 かつ 
  新規雇用 5 人以上 
  （中小企業は 3 人以上） 

  

〇投下固定資産総額 
  1,500 万円以上 かつ 
  新規雇用 10 人以上 
〇投下固定資産総額 
  1,500 万円以上 
〇常時雇用 50 人以上 
〇町長が必要と認める場合 

交付額 
〇固定資産税相当額×助成率 
 3 年間 

〇固定資産税相当額 
 3 年間 

  〇町民税相当額 
〇固定資産税相当額 
 3 年間 

  
 工場等設置に係る助成については、松山

町を除き、同種の制度があるものの、投下

固定資産額や雇用要件等に差異が見られ

る。 
 新市においても積極的な企業誘致活動

を行っていくため、酒田市の例を基本とし

ながら、条件の詳細を合併までに整理する

こととする。 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 

企業誘致促進に係る助成の現況（その２） 

工場等設置助成制度 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
（７）福祉乗合バス等運行事業については、当面各市町のバス路線を現行のとおりとする。なお、合併までに新市におけるバス運行事業運営の基本方針を検討し、合併後に新市のバス路線の再編成等の作業

に取り組む。 
   ただし、新市の一体性の確立、住民の利便性向上、新市の財政負担等を勘案し、合併時に実現可能な路線について検討を行い、合併後速やかに運行できるよう調整する。 

また、料金体系については、合併時に統一する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 
 

1 市 3 町バス運行体系の比較（現行）≪平成 16 年 10 月現在≫ 
  酒田市 八幡町 松山町 平田町 1 市 3 町合計 調整方針（案） 

名称（愛称） 
酒田市福祉乗合バス 
（るんるんバス） 

八幡町福祉乗合バス 
（ぐるっとバス） 

松山町福祉乗合バス 
ワンコインバス 

（路線バス 100 円運賃運行事業） 
 

運行（施策）の形態 市営の福祉バス 町営の福祉バス 町営の福祉バス 運賃補填補助事業  
運行主体 市 町 町 ひらた交通  
運行方法 庄内交通㈱へ運行委託 鳥海八森観光㈱・庄内交通㈱へ運行委託 松山観光タクシー有限会社 ひらた交通が生活路線を運行  

路  線 

市内循環右回り線  毎日運行 1 日 7 便 
市内循環左回り線  毎日運行 1 日 7 便 
酒田駅大学線    毎日運行 1 日 9 往復 
遊摺部宮海線    隔日運行 1 日 4 往復 
南鳥海日本海病院線 隔日運行 1 日 4 往復 
大平酒田駅線    隔日運行 1 日 4 往復 
生石日本海病院線  隔日運行 1 日 4 往復 
広野日本海病院線  隔日運行 1 日 4 往復 
新堀日本海病院線  隔日運行 1 日 4 往復 
酒田駅かんぽ線   隔日運行 1 日 4 往復 

一條循環線    毎日運行 1 日 6 便 
観音寺循環線   毎日運行 1 日 6 便 
青沢線      毎日運行 1 日 6 便 
升田線      毎日運行 1 日 5 便 
升田線（泥沢経由）毎日運行 1 日 1 便 
升田線（家族旅行村経由） 
         毎日運行 1 日 2 便 
ｽｸｰﾙﾊﾞｽ青沢線   毎日運行 1 日 3 便 
ｸｰﾙﾊﾞｽ升田線   毎日運行 1 日 3 便 
観音寺遊佐線（冬期間運行） 
         毎日運行 1 日 2 便 

本町柏谷沢線  毎日運行 1 日 4 便 
（清川駅経由） 
 
内郷地区    毎日運行 1 日 3.5 便 
（※ひらた交通の路線乗り入れによる） 

山元、小林線  毎日運行 1 日 6 便 
          （下りは 5 便） 
海ヶ沢線    毎日運行 1 日 5 便 
中野俣線    毎日運行 1 日 5 便 

 

バス保有台数 
7 台 

（市所有 2 台、リース 5 台） 
6 台 

（ぐるっとバス 3 台、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ混乗 3 台） 
2 台 

（スクールバス、保健バス） 
※3 台 

（ひらた交通所有） 
 

運
行
形
態 

料金体系等 

◆乗車 1 回につき、一律 100 円 
◆未就学児（小学生未満）無料 
※一部、小学生の通学時利用に教育委員会 
で補助 

◆乗車 1 回につき、一律 100 円 
◆中学生以下無料 
※スクールバスとの混乗方式のため 

◆乗車 1 回につき、一律 100 円 
◆未就学児（小学生未満）無料 
 
 ※内郷地区のひらた交通の路線乗り入れ 

については、利用者負担（100 円）と 
通常料金との差額を、町が補助。 
（実質の町営バス） 

◆乗車 1 回につき、一律 100 円 
※ただし、平田交通は通常料金で路線バス 

を運行。 
利用者負担（100 円）と通常料金との差額 
を、町が補助。（実質の町営バス） 

◆未就学児無料（保護者同伴） 
※長期休暇等の小学生利用分（スポ少等） 
を教育委員会で補助 

 

歳入 28,252 千円 2,500 千円 360 千円 0 千円 31,112 千円 
歳出 78,277 千円 38,445 千円 1,597 千円 8,800 千円 127,119 千円 

市
町
の
独
自
バ
ス
運
行
施
策 

経
費 

市町負担 
(H16 当初予算) 

差引 △ 50,025 千円 △ 35,945 千円 △ 1,237 千円 △ 8,800 千円 △ 096,007 千円 

◆廃止代替路線 

鶴岡～庄内空港線 
酒田～女鹿線 
酒田～十六羅漢線 
酒田～遊佐線 
酒田～狩川線 

－ 

砂越～海ヶ沢線 
砂越～円能寺線 
砂越～山元線 
砂越～小林線 

(ひらた交通路線の内郷地区乗り入れのため)

砂越～海ヶ沢線 
砂越～円能寺線 
砂越～山元線 
砂越～小林線 

 

歳入 7,314 千円 － 0 千円 6,468 千円 13,782 千円 
歳出 18,818 千円 － 638 千円 14,234 千円 33,690 千円 経

費 

市町負担 
(H16 当初予算) 

差引 △ 11,504 千円 － △ 638 千円 △ 7,766 千円 △ 19,908 千円 

◆国庫補助対象外路線 
酒田市内循環線 
酒田～十里塚線 
十里塚～古湊線 

酒田～観音寺線（生石経由） 酒田～地見興屋線 酒田～地見興屋線 
 

歳入 4,701 千円 161 千円 601 千円 206 千円 5,669 千円 
歳出 29,698 千円 1,173 千円 3,985 千円 1,363 千円 36,219 千円 経

費 

市町負担 
 (H16 当初予算) 

差引 △ 24,997 千円 △ 1,012 千円 △ 3,384 千円 △ 1,157 千円 △ 30,550 千円 

そ
の
他
路
線
バ
ス
維
持
対
策 

◆国庫補助路線 

酒田～鶴岡（押切）線 
酒田～湯の浜線 
酒田～山寺線 
日本海病院～観音寺線  ほか 4 路線 

十里塚～観音寺線 酒田～山寺線 酒田～山寺線 

 

市町負担（合計） △ 86,526 千円 △ 36,957 千円 △ 5,259 千円 △ 17,723 千円 △ 146,465 千円 

備     考 

※福祉乗合バスの歳入については、広告収入

140 万円を含む。 
 

※H16.9 酒田観音寺線（生石経由）が廃止。

補助経費についても、補正対応。 
※経費額（H16 当初予算）には、スクールバ

スの運行経費（6,205 千円）を含む。 

※H16.9 酒田地見興屋線が廃止。 
町営バスの代替運行を 10 月 1 日開始。 
本表は 10 月～3 月までの見込み数値。 

   

 
◆福祉乗合バス等運行事業につい
ては、当面各市町のバス路線を原
則として現行のとおりとする。な
お、合併までに新市におけるバス
運行事業運営の基本方針を検討
し、合併後速やかに抜本的な新市
のバス路線の再編成等の作業に
取り組む。 
 

◆新市の一体性の確立、住民の利便
性向上、新市の財政負担等を勘案
し、合併時に実現可能な路線につ
いては、合併までに検討を行い、
合併後なるべく早い時期に、各町
（方面）と酒田市中心部を結ぶ路
線の運行ができるよう調整する。

上記路線の調整に係る基本的な
考え方は、以下のとおり。 

①新市住民の利便性向上、公平性
の確保 

②主に高齢者等の通院・買物時の
利用に対応した交通手段の確
保 

③民間バス路線と重複すること
なく、時間を要しても低廉な料
金で移動することができる路
線設定 

④各市町の現行の路線の維持を
基本とし、最小限の路線延長や
ルート変更で対応する 

⑤効率的運行や利用が高まると
期待される場合は、現行の路線
についても微調整を行う 

⑥一定の需要予測を考慮する 
⑦財政負担の増加を最小限に止
める 

⑧原則として新たなバスの導入
は行わない 

 
◆料金体系については、合併時に統

一する。 
①1 回の乗車につき 100 円 

 （保護者同伴の未就学児童を除
く） 

②スクールバス混乗方式のバスを
利用している小中学生（遠距離
通学対象者）については、平日
の通学時の利用は当然に無料と
し、休日の私用利用は有料とす
る。 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２４－（１０） 商工関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
（７）福祉乗合バス等運行事業については、当面各市町のバス路線を現行のとおりとする。なお、合併までに新市におけるバス運行事業運営の基本方針を検討し、合併後に新市のバス路線の再編成等の作業

に取り組む。 
   ただし、新市の一体性の確立、住民の利便性向上、新市の財政負担等を勘案し、合併時に実現可能な路線について検討を行い、合併後速やかに運行できるよう調整する。 

また、料金体系については、合併時に統一する。 
 

  

新市におけるバス運行事業運営の基本方針 

新市におけるバス運行のあり方については、路線・運行形態・利用者負担のあり方、
関係機関との調整など、早急に方向性を導き出すことができない大きな課題がある。 
 また、地域住民とともに運行するバスを目指し、合併後に、有識者や地域住民代表
で組織する（仮）酒田市バス運行検討協議会を立ち上げ、運行路線の設定等について
十分な議論を尽くす必要がある。 
 ついては、バス運行事業の運営に際し基本となる事項を以下のとおり確認し、この
基本方針に基づき、合併後速やかに抜本的なバス路線の再編成等の検討に着手する。 

①市営路線バス運行の目的 
  主に高齢者等の通院・買物時の利用に対応する交通手段の確保と公共交通の空白地域の解消を目
的とし、民間バス路線・JR 路線を補完する役割を担う。 

 
②民間バス事業者、JR との役割分担 

現在民間バス事業者が運行している路線については、これまで同様民間バス事業者にその運行を
委ねる。 
一方、市営路線バス事業においては、通勤や通学に対応した民間バス・JR との連絡乗り継ぎ機

能の充実を図り、併せて、高齢者等が通院や買物に利用することができるよう、民間バス路線と重
複せず時間を要しても低廉な料金で移動できる路線運行を検討し、民間バス路線等を補完する。 

 
③路線の見直しと適正な利用者負担 
  バス運行の路線については、住民の生活行動の要求に応え、乗車率向上が見込まれる路線の設定
に配慮しながら、効率的な運行を目指し随時見直しを図る。 

  また、利用料金についても、適正な利用者負担の原則のもと、新市住民の公平性を確保しながら、
路線の見直しと併せ料金体系の検討を行う。 

 
④地域住民とともに運行するバス・効率的運行の推進 
  地域住民の利用によりバス運行を支えるという地域と行政の協同運行の気運醸成に努め、地域住
民のニーズに合わせた路線を検討するにあたっては、地域住民の積極的な協力（利用）、路線維持
に対する一定の負担への理解が不可欠である。 
地域住民とともに利用促進に努めた結果、既存路線のうち著しく利用の少ない路線については、

高齢者等の交通手段の確保に考慮したうえで、効率的な運行ができる事業（代替事業）の検討及び
見直しを行う。 

 
⑤運行形態のあり方 
  運行形態のあり方については、経費（財政負担）の試算、リスク分担（事故処理等）の検討、民
間バス事業者との意見交換、関係機関との調整等を経て、合併後に慎重な検討を行う。 
バスの所有区分、運行委託のあり方など、道路運送法 21 条及び 80 条に基づくバス運行のそれぞ

れの利点・欠点を検討のうえ、最適な方法を選択する。 

 
 

⑥スクールバス混乗方式 
  スクールバスの運行経路と市営路線バスの運行経路がほとんどの経路において重複し、混乗方式
を採用することによって、スクールバス・市営路線バス双方の一層の効率的運行が期待される地域
においては、教育委員会との調整を図りながらスクールバスの教育目的利用に支障が無い場合、新
市においてもスクールバス混乗方式によるバス運行を検討する。 

  なお、この場合において、乗車対象の児童・生徒（遠距離通学対象者）を特定し乗車パス券を配
布する等の方法を採り、一般利用者（遠距離通学対象以外の児童・生徒を含む）との区別を明確に
する。 

 
 

新市の公共交通システムのイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

所管部会・分科会  商工観光部会 商工港湾分科会 

民間バス・JR

酒田地域（中心

部、周辺部）の

巡回バス 

八幡・松山・平田

地域の巡回バス 

民間バス・JR を

補完する路線 

酒田 

八幡 

松山 

平田 
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タクシー事業
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